
第13回　景観地区検討部会

令和５年１月６日　1４:00～

説明資料



前回（第１２回）部会からの経過

〇第１２回景観地区景観地区検討部会 令和４年１１月２日
  ＜主な議事＞
    ・建築物の形態意匠の見直し案
    ・開発行為の制限条例のルール案（緑地率、緑化率、法面・擁壁の制限）
    ・特定用途制限の見直し案（宿泊施設の制限、その他用途の制限）
   ＜主な意見と対応＞
     P2～３     

〇「意見交換会～リゾートおよびその周辺の建築等ルール見直しについて～」 計４回
  ＜開催概要＞
    令和４年１１月１１日（金）１３：３０～ 中小企業センター  参加者 ５名
    令和４年１１月１１日（金）１７：３０～ 倶知安町役場会議室 参加者 ６名
    令和４年１１月１４日（月）１７：３０～ 倶知安町役場会議室 参加者 ７名
    令和４年１１月３０日（水）１３：００～ チャトリウムニセコ 参加者１６名 ※倶知安観光協会会員対象
   ＜説明内容＞
   ・リゾート投資・開発に伴う土地利用・景観ルールの見直しについて
   ・リゾートエリアのルール見直しの検討経過
   ・リゾートエリアのルールの見直し案（景観地区、特定用途制限地域）
   ・リゾート近隣エリアの土地利用と制限
   ・ルールを適用する日
   ・今後のスケジュール
  ＜主な意見と対応＞
    P４～６
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前回会議の振り返りとその対応①

〇非常時の施設機能を確保するための誘導策

懸念 今後、エネルギーの供給（電気・化石
燃料等）が不安定になると考えられ
る。施設における再生可能エネル
ギーによる地産地消や大型の非常用
蓄電池の確保などの機能強化が求
められる。

意見 ・太陽光パネル等の設置しやすい対　　
　応の検討
・非常用電源施設等の立地誘導へ
　のインセンティブの検討

景観に配慮した建築物に設置する太陽光
パネル等の事例収集と運用ルールの検討

非常用設備に対する延床面積の不算
入は建築基準法に定めあり。
 備蓄倉庫   延べ面積の1/50
 蓄電池    延床面積の1/50
 自家発電設備 延べ面積の1/100
 貯水槽    延べ面積の1/100

〇緑化率について
意見 ・隣地境界の奥行きのある犬走りのよう

　な箇所が緑化率の算定に含めることは、
　緑化による効果につながらない。
・隣地は敷砂利など、管理が容易な
　方法も考えられる。

人目につきやすい範囲を緑化率の対象
とする。　【関連P8,9】

対 応

〇屋外広告物のコントロール
課題 壁面等に掲出する屋外広告物の色

彩コントロールの必要性。
リゾート地としての一体感に影響を
与える要素である。

意見 ・看板も含めた色とサイズのコント
　ロール リゾート地としての付加価値を高める要

素の一つであり、リゾートプランニングと
して、今後ルール化を検討　【関連P７】

芝などの管理が不十分な施設が見
受けられる。人目につきにくい、建物
が隣り合う場所の管理が気になる。

課題
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前回会議の振り返りとその対応②

〇地上駐車場の設置に対する配慮

懸念 ・ひらふ坂沿いは、街なみの賑わいや
　連続性を考えると、通りに面して樹
　木を配置するのが良いのだろうか。
・串刺し型の駐車場は重機による除
　雪がしやすいメリットがある。

意見 ・センタービレッジ地区は、道に面して
　停める台数を減らし、緩衝として芝
　生を設けてもらうような運用が良い。
・ひらふ坂、路地型のセンタービレッ
　ジ地区とローワービレッジ地区、その
　他のエリアに分けて考えた方が良い。

ひらふ坂沿道、その他のエリアに区分し
て配慮事項を示す。　【関連P10】

対 応

〇保全型エリアの宿泊施設の配置
懸念 ・新聞報道で、延床面積制限の緩和だけ

　が地域に浸透しており、不安の声を聞く。
・これまでの部会で、1,000㎡を超える大
　きい宿泊施設は、森の中に「ポツン」と　
　なるなものであれば良いという意見だっ
　たと思うが、容積率の上限（50%）とな
　るように最低限の敷地で、建物がたくさ
　ん建つようなことにならないか心配

意見 ・開発区域内に１施設というルールに
　加え、「ポツン」となるような方策を
　考えるべき。そこを出すことで地域の
　方々への誤解をより一層解けるよう
　になるのではないか。

延床面積３,000㎡超10,000㎡以下
の建築物に対する「最低開発区域面
積」を設定する。　【関連P11～１３】

〇建築敷地における緑地（オープンスペース）率

課題 ローワービレッジ地区内の建築物及び
その他の地区で最低敷地面積に満たな
い建築物において、義務付ける。
【関連P8】

・ひらふ坂沿いは賑わいを促すため
　の使い方を示した方が良い
・保全型エリアは設定しなくても十分
　に確保できると思われる

意見 ・マネジメントスペースという考え方で
　あれば、対象エリアを絞っても良い
　かもしれない。
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意見交換会の意見と対応①

〇延べ床面積制限によるリゾート衰退の懸念 対 応

意見

　投資の回収は基本的に宿泊料金のみで対応することになるが、夏の
お客様が少ない状況では安定した収益の確保が難しいことから、新
ルールによって土地をこれまでより何倍も広く買わなければならなくな
ると、単純に宿泊料金を添加することになり、ビジネスが成り立つか懸
念している。このルールが施行された場合の将来の漠然としたイメー
ジは、「ビジネスにならない」「もう投資するのをやめる」と考えられる。

・　観光地マスタープランでは「環境及び景観の質を保ち、国際的に評価
　　される地域としてブランド価値を保ち、高めていくために、特に開発の
　　激しいエリアの開発総量を適切にコントロールする。」と掲げている。
・　また、スキー場周辺の優位性を高めて再整備を促すことで、持続可能
　　なリゾートと投資の好循環につながる、と同マスタープランで示唆。
・　投資対象がスキー場から離れたエリアに拡大しているが、いつまでも
　　投資・開発を拡大し続けていけるわけではない。
・　保全すべきエリアは、周辺環境の保全に資する施設を限定的に立地
　　誘導することで、将来のリゾート全体の質の維持・向上につながる。

　ホテル・旅館の高層の建物を制限して、センタービレッジに集約する
という考えはわかるが、現在多くの建物が区分所有になっている。ホテ
ルに見える建物でも多くのオーナーが所有している。これを建替える
のは相当難しいと思う。その辺をどのように誘導していくのか。
　具体的な策が無く、「ここをエリアとして定めます」「ここに建物を建て
て下さい」「でもどうやるかは知りません」と言って成り立つのか。

〇センタービレッジ地区に投資を誘導する施策について

意見
・　センタービレッジ地区は、未利用地が少なく、土地の権利関係が複雑など、
　投資対象としての魅力は薄いことは事実である。幸いにも、投資から約２０
　年経過している状況下で廃墟化は見られず、都市部でのマンション建て替
　え同様、通常の経済活動の中で更新していくものと考えている。
・　一方で、スキー場から離れた地域の開発スプロールが見られ、このままで
　は、センタービレッジ地区の投資的な空洞化が想定される。そのため、観光
　地マスタープランで示すとおり、スプロールを抑えることで、センタービレッジ
　地区の優位性を高め、投資を誘導していくことが今回の目的の一つである。
・　行政として、リゾートの中心エリアであるセンタービレッジ地区周辺には、
　下水道整備や道路改良などを重点的に投資・維持管理してきた。今後
　は、ひらふスキー場第１駐車場の再整備などに投資する予定であり、エ
　リアの投資的価値を高めていく予定である。　　【関連P７】
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〇床面積1,000㎡を超える宿泊施設の外壁後退距離の制限が厳しい。
　保全エリアの宿泊施設の道路・隣地の外壁後退距離について、延べ床
面積3,000㎡以下の15ｍ以上、10,000㎡以下の30ｍ以上が厳しい。
　延べ床面積10,000㎡の宿泊施設の場合、容積率50％以下なので
最低でも20,000㎡の土地が必要だが、土地が起伏しているなど、整
形地にならないため、前後左右で６０ｍ分の外壁後退距離が取られて
しまい、土地の形状によっては満足に建物の大きさが確保できない。
　森林開発では、土地全体で10,000㎡以上の伐採の場合に30ｍの
残地森林帯を設けなければならなず、一般的に開発区域は20,000
㎡よりも広い。その中での30ｍであれば調整しやすいが、今回のルー
ルは死に地が多くなり林地開発の規制よりも厳しくなると思う。

意見 ・　国内事例のとおり、高質なリゾートを提供する宿泊施設は、容積率５
　　０％を大きく下回り、豊かな自然環境を広大に確保した土地利用。
・　このような施設は、良好な自然環境を損なわない開発を前提としてい
　　るため、必然的に開発面積が大きく、容積率が低く抑えられると思う。
・　本町も保全エリアでは、上記同様の土地利用が理想的と考えており、
　　そのようなルール案をめざしている。　【関連P11～１３】

意見



意見交換会の意見と対応②

収容人数10名以下だが、このエリアでは5ベッドルーム、大きいので
あれば6とか7とか見たことがある。それでも10名以下というのは何か
根拠があるのか。例えば、畳の部屋やバンクルームを入れるとある程
度人数も増えるので、10名では部屋数を制限することになる。そのよ
うな部屋は作らないで、ということなのか。全てツインもしくはキング
ベッドルームになるという意味か？

〇延べ床面積1,000㎡以下の宿泊収容人数の上限
意見 ・　過去の建築計画を確認し、戸建てタイプにおいて５ベッドルーム以下が

　　多かったことから、収容人数を１０名以下と設定した。
・　延床面積1,000㎡以下としているが、概ね200～500㎡程度が標準
　　的な規模と把握しているため、この規模の建物をイメージしている。
・　現況を改めて確認するが、宿泊の収容人数を抑えていくことが根幹で
　　あり、バンクルーム等は、過度に宿泊者を多く受け入れることにつなが
　　ることから、上限内に収めていただくことを基本と考えている。
　　【関連P11～１３】

　制限する理由が「良好な良質なリゾートを形成するため」とのことだ
が、悪い見方をすると、ホテル・旅館ではない区分所有の「住居」を建
て、そこで民泊ライセンスを取って、民泊として運営する。どこの馬の骨
かわからない、質の低い民泊施設が林立するのと、例えば、坐忘林の
ような質の高いリゾートをハイブランドのホテルがホテルとして運営す
るのと、どちらがリゾートのためになるのか。

〇宿泊施設の厳しい制限に伴う別荘マンション化の懸念
意見 ・　保全エリアは環境や景観を保全すべきと考えており、住居を促しているもので

　　はない。
・　例として挙げられている坐忘林のような宿泊施設については、建築主側で環境
　　に影響がないくらい広い敷地を確保できるのであれば、建築できる道を提示。
・　民泊など制度の網を掻い潜ることが今後も想定されることから、必要に応じて
　　北海道との協議・検討を行う。
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対 応

〇「広場」として５％必要な緑地率
意見 　販売する側はなるべく売地を多くしたいので、都市計画法で認めら

れる必要最低限の3％確保し、若干マージンを取るような計画が多い。
　そのため、緑地率が3％が5％になると、2％が売地から広場になるこ
とから、単純計算で利益が2％削られ、影響が大きい。
　「広場」を求めているので、これまでの「緑地」よりも整備の条件が
厳しくなる。例えば、地形に合わせて2つの広場を散策路で繋ぐ場合、
その散策路も含めて5％にするなど、今まで同様、公園や広場とならな
い部分も5％部分に換算していただけないか。人が集まれるような設
計は、自然の中を楽しむという感じで無くなるので、高級別荘地に作
る自然景観として用意する外構部分も認めるよう検討いただきたい。

・　近年の開発行為は主に保全エリアの森林地域であり、“残置森林”に
　　設定しているような「使えない土地」と思われる場所が見受けられる。
・　緑地は「公共空間」であり、周囲の「共有財産」と考えている。
・　分譲タイプでは各オーナーの共有スペースとし、各々が等しく容易にア
　　クセスでき、多目的に利用（イベント、堆雪場、避難場所など）できる空
　　間の確保が、開発エリアの価値を高める。
・　上記の主旨を踏まえ、緑地として求める面積のうち、最低限広場として
　　確保すべき面積を改めて示したい。【関連P９】



意見交換会の意見と対応③

〇宿泊施設の駐車台数の適切な確保
意見 ローワービレッジで「車庫を建物内に入れてほしい」というルール案は

とても良いと思う。一方で、特にセンタービレッジ地区においては、駐車
場が不十分な大型の宿泊施設があり、町から強い働きかけが必要と
思う。何回も町にお願いをしているのに、町が動いている情報は一切
入ってこないので、今回のルールに盛り込んでほしい。

町は「前面道路に緑化を推奨します」ということだが、例えば、道路幅
が狭いローワービレッジで道路に対して木だらけとなった場合、除雪
は大丈夫か。まず除雪をどうやってできるのかを踏まえた上で、そこか
ら先を考えた方が良い。

〇緑化率の適切な運用
意見 ・　これまでの部会において同様の意見をいただいていた。木を植える場

　　合には、管理に支障が無い場所であることを条件とする予定。
・　今回のルール案は、木を植えずに芝生等で前面道路側に配置することで、
　　緑化率を概ね確保できるよう考えている。効率良く、前面道路側に緑の空
　　間を配置することで、より良い景観形成につながると期待。　【関連P8,9】

・　「倶知安町建築物等に関する指導要綱」において最低限確保しなけ
　　ればならない駐車台数の基準を定め、事前に設計者に対して指導。
・　宿泊施設の駐車場不足の課題は、様々な方面から意見をいただいて
　　おり、今シーズンの実態を把握し、今後、適切な確保に向けたルール見
　　直しの検討を行う予定。　　【関連P７】

6

対 応

〇投資型開発の拡大に反対
　地元観光業者も住民もこれ以上の開発は反対。理由は、コンドミニ
アムを建設する側は立てて終わりの仕事であり、土地建物は海外投
資家の金融商品として扱われている。コンドミニアム（コンドホテル含
む）を建てたからと言ってお客様が入るわけではない。（雇用が生まれ
るという保障もない）
　不動産デベロッパーが観光業の代弁者のようなふるまいをしている
が海外の不動産投資家と建設そのものから利益を受ける一部業者
の利害で動いている。誰のための街なのか真剣に考えてほしい。

意見 ・　観光地マスタープランは、スキー場の周りにリゾート投資を循環させ、
　　郊外のスプロールを抑制する方向性としている。
・　今回のルール見直しは観光地マスタープランを前提としたものであり、
　　自然環境の保全と宿泊施設のスプロール抑制につなげる案。
・　保全すべきエリアでは、規模の大きな施設は広大な敷地を確保して森
　　林保全とするため、最低確保すべき開発面積の追加設定を検討。
・　なお、リゾートエリアの更に外側においては、準都市計画区域を拡大し、
　　原則、宿泊施設を禁止することとしている。　【関連P11～１３】

来年の秋にルールが施行されることだが、リゾートプランニング
について検討課題であるならば、来年から具体的なスケジュー
ルや進め方を考えていくなどがあるのか。無いとしたら、いつく
らいにまでに...これが秋に施行されるとして、その前に示しても
らえるのか、何か具体的なことを考えているか？

〇リゾートプランニングの視点によるまちづくりの検討
・　景観および観光まちづくりは、今般のルール設定で終わるものではなく、
　　様々な施策やガイドラインの設定等により、制度が生きたものになる。
・　現在、ひらふスキー場第１駐車場の再整備に向けた検討を進めており、
　　スキー場周辺の利便性の高い環境整備や回遊性の促進、観光まちづ
　　くりに資する適切な動線設定など、総合的に検討していきたい。
・　景観に関して、リゾート地の魅力を高める屋外広告物ルールや主要な
　　通りの街なみ、回遊性を踏まえたガイドライなどが次のステップと想定。
　　【関連P7】

意見



これまでの整理事項と本日の提示内容（一覧）
区  分 前回部会を踏まえた今回の資料提示 備考（前回第12回部会（R4.11）までのルール案の概要）

準都市計画区域の範囲 修正なし ※国定公園区域に関する要望あり 国道５号周辺の字高砂・字比羅夫・字峠下等の地域に拡大

景観地区/特定用途制限地域の地区区分 修正なし  景観地区１７地区、特定用途制限地域６地域。

形
態
制
限

建ぺい率 修正なし 従前のルールを維持

容積率 修正なし ほぼ従前のルールを維持（一部区域で300％→200％に強化）

斜線制限（道路・隣地） 修正なし 圧迫感軽減の観点から道路斜線制限強化（拠点型の一部を除く）

景
観
地
区

建
築
物

形態意匠 修正なし
外壁等の色の規制緩和（低明度を許容）と強化（紫系の彩度抑制）
外壁からの突出物の制限強化
ローワービレッジ地区における建築物内での駐車スペース確保
建築物に付属する設備機器等の設置位置の制限強化　　など

高さ
花園ビレッジ地区・ワイススキー場地区 高さ制限の設
定に向けて調整
その他、修正なし

ローワービレッジ地区の制限は現行13mのままとする
山田Ⅱ地区・東岩尾別地区の制限強化（→13m）
大沢川沿い地区の樺山保全地区編入による制限強化（→13m)
花園ビレッジ地区・ワイススキー場地区の高さ制限検討中

外壁後退距離 修正なし 保全型地区における道路後退距離の強化

最低敷地面積 修正なし ローワービレッジ地区、山田Ⅰ地区の強化
保全型地区は林地開発行為（別荘型）を参考に1,000㎡に強化

開
発
行
為

緑化率 ・地上駐車場における取り扱いの修正
・緑化率の修正
・緑地率の修正

地域の状況に応じて植栽の率を設定（10～50％）

緑地率 開発に伴うオープンスペースの確保（開発区域の５％）

法面・擁壁の制限 盛土法面（1:1.8）切土法面（1:1.5）擁壁（直立2m、勾配5m）

特
定
用
途
制
限
地
域

ホテルまたは旅館 ・延べ床面積1,000㎡以下の収容人数の取扱い
・延べ床面積1,000㎡以上の最低開発面積の追加

維持型・保全型エリアの床面積制限案について、めざす土地
利用に合わせた修正案の提示

店舗

修正なし

維持型・保全型エリア床面積1,000㎡以下（観光Ⅲ地区を除く）

工場系 アトリエ・工房、地場産の食品製造業を想定した立地の緩和

娯楽施設系 その他 スケート場などのリゾート地形成につながる施設の立地を緩和
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リゾートプランニングへの対応

交通環境の改善

駐車場の確保

街なみの賑わい

ひらふスキー場
第１駐車場再整備

建築指導要綱
見直し

街なみガイドライン

課題 手法検討事項

○　スキー場周辺全体の包括的な
　　　再整備の検討
○　ゲスト以外の一般車、送迎車
　　　の流入抑制
　　→有料化、エリア外も含めた再
　　　　配置、２次交通の構築　等

○ひらふスキー場第１駐車場が狭隘　
　　で交通ターミナル機能が脆弱
〇ひらふエリアに流入する台数が増加
　　→送迎車、スタッフ通勤車への対応
〇交差点における交通障害が発生

ニセコひらふ地区における様々な諸課題の解決に向けた今後の検討

２０２３年

○　第1駐車場のオーバーナイト駐車
　　　→日帰りスキー客への適切な確保
○　宿泊施設・飲食物販施設の利用
　　　客用駐車台数が不十分
○　宿泊施設の実態に合わない駐車
　　　場の配置
○　各施設のスタッフ通勤車の駐車場
　　　確保が不十分

○　リゾート地の魅力づくりに影響を
　　　与える屋外広告物の不統一感
○　主要な通りの魅力を高める景観
　　　誘導の検討
○　回遊性を高め、賑わいを創出する
　　　用途の誘導

○来訪者駐車台数算定の強化
○従業員駐車台数算定の挿入
○荷捌きスペースの確保
○審査の強化・厳格化　

実態調査→
アンケート等→
要綱の改正 等へ　

○屋外広告物ガイドライン
○賑わい形成につながるオー
　　プンスペースの考え方
○店舗系用途誘導の方策

実態調査
　※２０２４～

　　　　本格検討へ

包括的な再整備
方針の策定
循環交通強化
公募準備調査
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開発行為の制限のルール案の修正

○建築敷地におけるオープンスペース（マネジメントスペース）の確保

【全エリア】
前面道路に

オープンスペース
５％以上確保

敷地を十分に確保していない土地や
狭あいなエリアのみに設定するべき

【見直し】対象を以下の土地に限定
 ・ローワービレッジ地区全域
 ・330㎡未満の土地

○緑化率の算定範囲の見直し

目的：堆雪スペースや緊急車両等の停車スペースなどを確保し、ゆとりあるリゾート空間につなげる

目的：道路等の公共空間の前面に対し、潤いのある空間をしつらえる

緑化率10％以下
設定地区は、道路に対し
建物の背面にあたる

位置は面積に算入しない

・建物同士が隣り合う隣地境界の犬走
 りの奥は、緑化による効果が乏しい
・緑化率10％以下のエリアでも、道
 路に対して建物の背面に位置する
 場所に既存樹があれば緑化の効果
 が得られる

【見直し】緑化率の算定範囲を修正
 ・軒の出の１ｍ外側のラインから外壁ま
  での範囲は緑化率の算定範囲から除く
  （ただし、道路の前面部分を除く）

緑化率を稼ぐために、無計画に隣
地境界の犬走りに沿った植樹が行
われる可能性がある

【見直し】植樹可能な範囲を限定
 ・樹木（既存樹を除く）は、前面道路
  側に配置し、道路、隣地及び埋設物に
  対し、生長後の想定する枝張りの長さに
  応じた離れを確保する。

道路、隣地及び埋設物に対し、
生長後の想定する枝張りの
長さに応じた離れを確保
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○開発行為に伴う広場の確保

５％以上の広場
を確保

森林地域では、広場を確保することで、
かえって有効な自然を喪失する恐れがあ
る。

【見直し】緑地率５％を維持し、広場の最
     低限の必要面積を設定
 ・1ha未満の開発は５％以上の広場を確保
 ・1ha以上の開発は緑地率５％のうち、500
  ㎡以上の広場を確保

 ・緑化率10％以下設定地区は、道路に対
  し、建物の背面にあたる位置は面積に
  算入しない。ただし、既存樹を保存す
  る場合に限り、換算面積に算入する。



緑化率のシミュレーション（ローワービレッジ地区）

■保全型(岩尾別)シミュレーション樹林地率50%

項目 面積 単位
換算面積

（境界から10ｍ幅

の範囲内1.2倍）
面積 単位 備考

現況樹林地+造
成樹林地

546.8 ㎡ 1.2 656.2 ㎡ 敷地面積1050㎡

合計 656.2 ㎡
樹林地率 62.5 %

■低層型（ローワービレッジ）シミュレーション①（芝と樹木）10%
自然的要素 数量 単位 換算面積 面積 単位 備考
高木C 1 本 16 16.0 ㎡
芝生 9.6 ㎡ 1.6 15.4 ㎡
石畳 69.4 ㎡ 0.4 27.8 ㎡

合計 59.1 ㎡
緑化率 17.7 %

敷地面積333.5㎡

緑化率のシミュレーション（保全エリア）

■低層型(ローワービレッジ)シミュレーション②（芝+ILB）10%
自然的要素 数量 単位 換算面積 面積 単位 備考
芝生 29.6 ㎡ 1.6 47.4 ㎡
石畳 31.9 ㎡ 0.4 12.8 ㎡

合計 60.1 ㎡
緑化率 18.0 %

敷地面積333.5㎡

緑化率算定対象外

【参考】緑化率のシミュレーション（イメージ）

軒の出の１ｍ外側のラインから外壁ま

での範囲（道路前面を除く）及び建物
背面（既存樹を除く）は緑化率算定外

軒の出の１ｍ外側のラインから外壁ま

での範囲（道路前面を除く）及び建物
背面（既存樹を除く）は緑化率算定外

10



開発行為の制限のルール案の修正

○建築物に併設している駐車場（５台以上）の設置

前面道路から視界に入らない
位置とし、隣地に植栽。
やむを得ない場合は、前面道
路に対し植栽

・保全エリアでは、左記ルールは馴染む
が、ひらふ坂沿いは街なみの賑わいや連
続性を考えると馴染まないのではないか。

【見直し】以下の地域に区分して整理
 ①ひらふ坂沿道
  前面道路から視界に入らない位置とし、
  隣地に緩衝の緑化（50cm以上）
 ②その他のエリア
  主要な幹線道路から視界に入らない位置
  とする。やむを得ず配置する場合は原則
  植栽し、道路からの視認性を抑える。隣
  地に緩衝の緑化（50cm以上）

11

①ひらふ坂沿道 ②その他エリア（主要幹線道路沿い）

▲
搬
入
口



【維持型・保全型】宿泊施設の床面積制限について

○延べ床面積1,000㎡以下の建築物のルール調整

・建築ボリューム
  建ぺい率・容積率の制限なし

外壁後退距離５ｍ以上

新規開発により分譲する場合は、敷
地1,000㎡以上となるため、ボリュー
ムを抑えた建築が可能

【見直し】敷地1,000㎡以上の建築物
  建ぺい率   30%以下
  容積率    50%以下
  外壁後退距離 ５ｍ以下
  宿泊収容人数 15人以下既存開発により分譲された場所で、

敷地1,000㎡以下の場所は、十分な
建築ボリュームを確保できない。 【見直し】敷地1,000㎡以下の建築物

  建ぺい率
  容積率    既指定ルール以内
  外壁後退距離
  宿泊収容人数 10人以下 

・宿泊収容人数
  10名以下

10名を超える建物もある。畳部屋な
どは１部屋の収容人数も多くなる。
一方で、確認申請図書を見る限り、
10名を超える建物は少ない。

○延べ床面積1,000㎡超の建築物の最低開発面積
自然資源を広大に取り込んだ敷地に
高質なリゾート施設をイメージ。
最低限の敷地に最大限のボリューム
の建築物が林立することへの懸念

【追加】最低開発面積の設定
  延べ床面積3,000㎡以下    30,000㎡以上

 延べ床面積10,000㎡以下 100,000㎡以上
 ※開発面積内に延べ床面積1,000㎡以下の
  建築物の建設は可能

延べ床面積3,000㎡超え10,000㎡以下の
建築物は、１開発区域に１棟のみ

パビリオンズ・パノラマ・ハナリッジ・その他R3（戸建て型（延べ床面積1,000㎡以下）の宿泊収容人数
 ※消防同意に係る収容人数の把握

延べ床面積 10人以下 12人以下 15人以下 16人 17人以上
200㎡以下 2 0 0 0 0
500㎡以下 25 1 0 0 0

1,000㎡以下 3 0 0 1 1
※収容10名超の施設はいずれも敷地面積1,000㎡以上

30mの後退

現行の起こりうる状態 保全エリアのイメージ

→
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【維持型・保全型】宿泊施設の床面積制限について

（床面積1,000㎡以下）

・収容人員1０名以下
・地上３階以下

※敷地面積1,000㎡超の建築物
　　は以下の要件とする。
　　　・建ぺい率30％以下　
　　　・容積率50％以下
　　　・隣地からの外壁後退距離５ｍ
　　　　以上確保
　　　・収容人員１５名以下
　　　・地上３階以下

（床面積10,000㎡以下）
※観光居住地区は禁止

・建ぺい率30％以下
・容積率50％以下
・収容人員200名以下
　　（床面積×200/10,000を上限）
・地上３階以下
・道路・隣地から外壁後退距離
　30ｍ以上確保
・最低開発面積１０ha以上
・当該開発区域内に１施設のみ
　　※店舗等の複合用途の場合も上
　　　　記基準を満たすこと。
　　　※観光Ⅲ地区は下記参照

（床面積3,000㎡以下）
※観光居住地区は禁止

・建ぺい率30％以下　
・容積率50％以下
・収容人員50名以下
　　（床面積×50/3,000を上限）
・地上３階以下
・道路・隣地から外壁後退距離
　15ｍ以上確保
・最低開発面積3ha以上
　　※店舗等の複合用途の場合も上
　　　　記基準を満たすこと。
　　※観光Ⅲ地区は下記参照

　　審査基準（延べ床面積に応じて３段階）

建ぺい率４０％、容積率２００％まで

宿泊施設以外の建物 宿泊施設の建物（複合用途含む）

３階以下、建ぺい率30％、容積率５０％まで

床面積1,000㎡超の建物の建築ボリューム（イメージ） スキー場に近い「観光Ⅲ地区」

未利用地が多く宿泊機能としての需要が考えられる。
しかし

　　　　拠点型・低層型のベッド数の状況から、
　　　　宿泊施設の低密度化が求められる。

一方で
スキー場に近いことを生かした回遊性を高める
土地利用ができるよう用意しておくべきである。

そのため
審査基準のうち、
　　　階高の制限及び外壁後退距離の緩和。
　　　建築基準法の用途を区分できる場合に限り、建ぺい率・容
　　　　積率・床面積について、宿泊施設に係る分に限定して算出
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【維持型・保全型】宿泊施設の床面積制限について



今回のルールの見直しは、「都市計画法」や倶知安町の条例など、様々な法律の手続きが関係する。
ルール施行に伴う混乱を招かないようルールの効力開始日（施行日）を統一するよう進める。

ルールの区分
ルールの
規定方法

効力の
開始日

行為の制限
の開始時点

効力の開始日の
猶予について

形態制限
（建蔽率・容積率・斜線制限など）

北海道
告　 示

告示日

ルールの効
力の開始日
以降に行為
が着手され
ているもの。

猶予　不可

景観【建築物】
（形態意匠・高さ・ｾｯﾄﾊ゙ ｯｸ・最低敷地面積）

倶知安町
告     示

告示日 猶予　不可

景観【開発行為】
（緑化率・擁壁高さ・のり面勾配など）

倶知安町
条     例

条　例
施行日

猶予　可

特定用途制限【建築物等】
（店舗・ホテルまたは旅館・遊戯施設など）

倶知安町
条     例

条　例
施行日

猶予　可

ただし、以下の行為について、効力の開始予定日に猶予を設ける予定。

　・　特定用途制限地域の「宿泊施設（ホテルまたは旅館）」の用途制限
　　　　リゾートエリア内に限り、ルールの効力開始日までに開発行為の工事着手した区域（開発行為が完了して
　　　　　から３年以内を含む）の「ホテルまたは旅館」建築物は、ルールの効力開始日から３年程度の猶予設定

ルールの効力の開始予定日  2023年秋ころ
              ※今後の手続きにより、遅れる場合がある。

Q　よくある質問　　ルールの効力開始日前までに「建築確認済証」を取得していれば、旧ルールで建物を建てられるか
　　　Ａ　「建築確認済証」を取得し、かつ、建築工事に着手していることが条件となる。
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ルールを適用する日について



②　地権者等への説明会
　　 パブリックコメントを踏まえたルール案の調整後、ルール施行に向けた都市計画法・各種町条例の手続きを開始するための
　　　事前説明会を行う。
　　　事前に全地権者へ郵送等により案内する。

　　　　　　　　　　２０２３年５月中旬頃

　　　※注　この説明会は、ルール案が現在からどのように変わるのか、どのようなルールになるかを町から説明する場となる。

③　法定手続き
　　　都市計画法に基づいた手続きを行う。
　　　準都市計画区域の拡大は北海道が区域を指定、景観地区及び特定用途制限地域は倶知安町が都市計画を決定する。
　　　北海道及び倶知安町が行う手続きには、北海道及び倶知安町の都市計画審議会による審議が必要となる。
　　　また、ルールの施行に伴う運用にあたっては、倶知安町で条例を定める必要があり、並行して制定作業を行う。

　　　　　　　　　　２０２３年５月～９月　

１月    ２月    ３月    ４月    ５月    ６月    ７月    ８月    ９月    10月

1/中旬 2/中旬
ルール案の調整

５月中旬
③法定手続き②説明会①パブリックコメント

ルールの効力の開始予定日  2023年秋ころ
              ※今後の手続きにより、遅れる場合があり。
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今後のスケジュールについて

①　パブリックコメントの実施
　　　今回提示したルール案をベースとした内容について、広く意見を求める。（資料は英訳版も作成予定。開始日から10日程度遅れる予定）
　　　　事前に郵送等により地権者に案内を送付。町HPにルール案を掲載し、意見はメールまたは郵送とし、日本語のみ受付

　　　　　　　　　　２０２３年１月下旬　～　２月下旬　　　


